
九州大学情報統括本部運営会議規程

平成１８年度九大規程第５９号

施 行：平成１９年 ４月 １日

最終改正：令和 ５年 ３月３１日

（令和４年度九大規程第１０６号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学情報統括本部規則（平成１８年度九大規則第４２号）第３条第２

項の規定に基づき、情報統括本部運営会議（以下「運営会議」という。）の組織及び運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。

（任務）

第２条 運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 情報統括本部の業務に係る総合調整に関すること。

(2) 情報環境利用に係る予算及び将来計画に関すること。

(3) 全学的な情報支援を実現するための計画策定及び実施に関すること。

(4) 情報統括本部が行う支援体制等に関すること。

(5) その他情報統括本部の運営に関すること。

（組織）

第３条 運営会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 情報統括本部長（以下「本部長」という。）

(2) 情報統括本部副本部長

(3) 九州大学情報セキュリティ対策規程（令和４年度九大規程第１０５号）第５条に規定する

最高情報セキュリティ責任者(ＣＩＳＯ)

(4) 伊都地区センター・イースト事業場に勤務する教授及び准教授のうちから選ばれた者 ２

人

(5) 伊都地区ウエスト事業場に勤務する教授及び准教授のうちから選ばれた者 ２人

(6) 次に掲げる事業場に勤務する教授及び准教授のうちから選ばれた者 各１人

イ 馬出地区事業場及び病院福岡地区事業場

ロ 筑紫地区事業場

ハ 大橋地区事業場

(7) 図書館長

(8) 情報基盤研究開発センター長

(9) サイバーセキュリティセンター長

(10) 研究・産学官連携推進部長

(11) 財務部長

(12) 学務部長

(13) 情報システム部長

(14) 情報企画課長及び情報基盤課長

(15) 情報環境整備推進室に置かれる事業室の室長

(16) 情報環境整備推進室に置かれるプロジェクトのリーダー

(17) 情報環境整備推進室に置かれるタスクフォースのリーダー

(18) その他本部長が必要と認めた者

２ 前項第４号から第６号及び第１５号から第１８号までの構成員の任期は２年とする。ただし、

構成員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

（議長）

第４条 運営会議に議長を置き、本部長をもって充てる。

２ 議長は、運営会議を主宰する。

３ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

（議事）

第５条 運営会議は、構成員の２分の１以上が出席しなければ、議事を開き、議決することがで



きない。

２ 運営会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

（構成員以外の者の出席）

第６条 運営会議が必要であると認めた場合は、構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を

聞くことができる。

（事務）

第７条 運営会議の事務は、情報システム部情報企画課において処理する。

（補則）

第８条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第７７号）

この規程は、平成２６年１月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規程第１５１号）

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は、令和３年５月１日から施行する。

２ この規程の施行後、最初に第３条第１項第４号から第６号及び第１５号から第１８号までに

規定する者として選出されたものに係る任期については、第３条第２項の規定にかかわらず、

令和５年３月３１日までとする。

附 則（令和３年度九大規程第３８号）

この規程は、令和３年６月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規程第１０６号）

この規程は、令和５年４月１日から施行する。


